
政策提言案に関する報告

【提言１】 買物弱者への支援について
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Ⅰ 買物弱者への支援について

１ 提言の背景

（１） 買物弱者を取り巻く情勢

近年，人口減少や少子高齢化の進行，過疎化の影響により，流通機

能や交通網の弱体化とともに買物環境が悪化し，食料品等の日常の買

物の機会が十分に提供されない状況に置かれている人々，いわゆる買

物弱者が増えている。

国においては，買物弱者対策を中心となって取りまとめる明確な

所管府省はなく，関係府省が各所管行政において推進している施策が，

結果的に買物弱者対策に資するものとなっている。

法令においても「買物弱者」の語を用いている例はなく，その定義

を明確にしたものもない中，関係府省や一部地方公共団体が整理し，

それぞれの定義に基づいて買物弱者数を推計している。

農林水産省においては，店舗まで直線距離で500m以上，かつ65

歳以上で自動車を利用できない人を「食料品アクセス困難人口」と定

義し，2015年における食料品アクセス困難人口は全国で825万人

と推計した上で，全65歳以上人口の24.6%が該当することを示して

いる。

一方，経済産業省では，内閣府が実施した「平成22年度高齢者の

住宅と生活環境に関する意識調査結果」において「日常の買物に不便」

と回答した者の割合に，平成26年の60歳以上の高齢者人口を乗じ，

買物弱者数を700万人程度と推計した上で，既に顕在化している農

村・山間部のような過疎地域に加え，今後，都市部などでも顕在化す

ることが予測されるとしている。

本県においては，県内の中山間地域をはじめ，過疎地域や半島・離

島等の「条件不利地域」にある集落のうち，65歳以上が人口の半数

以上を占める集落が４割近くを占め，集落機能の維持が困難な集落が

見られるなど，集落を巡る厳しい現状が鮮明になっている。

さらに，国立社会保障・人口問題研究所が行った地域別将来推計人

口（平成30年推計）によると，本県の総人口は令和７年の総人口に

対し，令和22年には約22万７千人減る見通しとなっており，さらに

高齢化率は年々上昇を続け，令和22年には39.4％となるなど，本県
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は深刻な高齢化や人口減少に直面している状況にある。

このような中，県内においても，大型店舗の郊外への出店や地元小

売店の閉店が進み，さらに公共交通網の見直し，高齢者の免許返納な

どの多様な理由により，買物弱者が増えているものと考えられる。

（２） 買物弱者に係る本県の現状

県では，平成29年２月に「買物弱者対策実態調査報告書」を取り

まとめているものの，調査の対象地域に離島が含まれていないなど，

南北600キロにわたる本県の多様な地域性を踏まえた，詳細な実態

把握ができているとは言いがたい状況にある。

さらに当該報告書は，事例紹介や買物弱者対策の提案にとどまって

おり，過疎高齢化や公共交通などのインフラ衰退をはじめ，地域コミ

ュニティの状況等，様々な要因が複合的に絡んでいる買物弱者問題の

発生要因の分析には至っていない。

また，県においては，市町村に対する取組事例の情報提供のほか，

介護予防や生活支援に関する事業をはじめ，小規模事業者に対する商

工団体と連携した支援や地域課題の解決に向けた取組の支援，県内地

域公共交通の現状把握などを実施しており，その多くは結果として買

物弱者対策に資する事業となってはいるが，買物弱者対策を主たる目

的とするものはない。

県内市町村においては，買物弱者対策として，移動販売車の導入の

ほか，コミュニティバスの運行や買物代行サービス等に対する支援な

どの様々な施策が実施されている。

一方，農林水産省が令和３年度に全国の市町村に行った「食料品ア

クセス問題」に関するアンケート調査のうち本県分の結果によると，

38の市町村が「何らかの対策が必要」と回答しているものの，「対策

を実施していない」と回答した８市町村のうち，３町が「どのような

対策を実施すべきか分からない」，「財政上の問題から対策を実施で

きない」といった理由を上げている。

（３） 課題

県の「買物弱者対策実態調査報告書」に示してあるとおり，日常の

買物に支障を来す「買物弱者」は，健康問題など社会の波及的問題に

つながる可能性がある重要な課題であり，早急な現状把握と対策が求
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められている。さらに，高齢化が全国より早く進行している本県にと

っては，充分な買物ができないことによる栄養の偏りが懸念され，高

齢者の孤立等にもつながっており，対応が急がれる問題となっている。

また，調査した県内の団体や事業者が実施する買物弱者対策に資す

る取組の中には，様々な工夫を講じて取組を実施している状況が見ら

れた一方で，買物弱者に関する個人情報の壁に阻まれ事業を進めにく

い現状や，採算が合わない地域においては取組の継続性が懸念される

状況があり，何らかの行政支援を望む声が聴かれた。

さらに，本県においては，離島を有し，買物弱者の態様は均一では

なく地域により様々であることから，今後，市町村が買物弱者対策を

推進していくに当たっては，各市町村が各々の地域性を踏まえた買物

弱者対策の重要性を認識し，課題を分析して対策を模索していくこと

が重要であると考えられる。

その上で，県は，今後，広域自治体として，市町村が実効的な買物

弱者対策を円滑に展開できるよう，県内各地域の実態を調査し，買物

弱者に関する実態把握に努め，市町村と連携して課題解決につなげる

ため，市町村への助言や支援などを通して総合的にコーディネートし

ていく役割が求められる。

よって，県は部局横断的に市町村と連携して，買物弱者対策を行政

上の課題としてとらえ，買物支援に取り組む事業者及び団体，商工・

交通・介護・福祉分野の関連団体等と連携体制を構築して，ニーズや

課題の把握を踏まえた施策を検討し，市町村や事業者及び団体等の取

組が継続的及び効果的に実施できるよう，具体的な支援に積極的に取

り組んでいくことが期待される。

また，買物弱者問題は一過性の対策により解消されるものではなく，

持続的に実施される必要性があることを踏まえ，買物弱者対策の基盤

となる移動手段の確保に向けたコミュニティバスやデマンドタクシー

の運行などの環境整備をはじめ，ドローン配送など新しい技術を活用

した先進事例の情報収集に努め，導入を検討するなどの取組を推進す

ることが望まれる。

以上の観点から，次のとおり提言する。
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２ 提言

（１） 買物弱者の実態把握及び県の施策の検討

① 買物弱者の実態把握

買物弱者については，県内における中山間地域や離島をはじめ，

まちなかにおいても実態が異なることから，早急に市町村や地域ご

とにおける買物弱者に関する調査を行い，実態を把握すること。

② 現行の買物支援サービス等の実態把握

市町村や地域で実施されている現行の買物支援サービス等につい

て調査を行い，活用状況の実態を把握すること。

③ 市町村と連携した県の施策の検討

買物弱者や現行の買物支援サービス等の実態把握から買物困難に

直面する地域の課題を分析し，市町村と連携して課題解決につなげ

るための県の施策を検討すること。

（２） 持続的な支援体制の整備

① 県の支援体制の整備

市町村，買物支援に取り組む事業者及び団体，商工・交通・介護

・福祉分野の関連団体等と連携して，ニーズ・課題の把握や施策の

検討を行う場を設けること。また，検討された施策については，本

庁各課及び出先機関含め部局横断的に情報を共有し，県として支援

する体制を整備すること。

② 包括的な相談窓口の設置

買物に困難を感じている住民や，買物困難地域への買物支援に取

り組んでいる，または取り組もうとしている事業者や団体等が相談

できる包括的な窓口を設置すること。

③ 買物支援に関する情報の発信

県内の買物支援に関する情報を一元化し，相談窓口の広報なども

含めたポータルサイトを開設するなど，買物支援の情報発信に努め

ること。
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（３） 買物支援等の推進

① 市町村と連携した県の買物支援の推進

県内の買物困難地域の課題解決を図るため，既存事業の活用を含

め，事業者及び団体等のニーズや地域の実情に合わせた市町村の取

組への支援を推進すること。併せて，支援に必要な予算の確保に努

めること。

② 事業者と関係者間におけるマッチングの推進

市町村や買物支援の取組を模索している事業者や団体などに，買

物支援の取組事例の情報提供を行うとともに，連携することにより

新しい取組を生み出す勉強会やネットワークづくりなどにより，マ

ッチングにつながる取組を推進すること。

③ 地域交通政策の推進

コミュニティバスやデマンドタクシー（※1）等への支援などの

検討やMaaS（※2）の導入など，住民の移動手段が確保されること

により買物支援へとつながる地域交通政策を推進すること。

④ 新しい技術の活用の推進

買物支援につながる新しい技術の活用実績がある事業者との連携

強化や情報収集に努め，ドローンによる食料品や日用品等の配送事

業など，デジタル技術をはじめとした新しい技術の活用によって買

物支援の課題解決を目指す取組を推進すること。
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※１ デマンドタクシー

利用者の自宅と指定された目的地の間を，ドアツードアで運行する「予

約制の乗合タクシー」

※２ MaaS（マース：Mobility as a Service）

地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して，

複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予

約・決済等を一括で行うサービスであり，観光や医療等の目的地における

交通以外のサービス等との連携により，移動の利便性向上や地域の課題解

決にも資する手段

令和４年４月

住　所 事業者数 住　所 事業者数 住　所 事業者数 住　所 事業者数

鹿児島市 13 西之表市 2 南さつま市 3 肝付町 3

鹿屋市 1 薩摩川内市 4 南九州市 2 中種子町 1

阿久根市 2 日置市 6 伊佐市 2 南種子町 1

出水市 1 曽於市 4 姶良市 3 徳之島町 1

指宿市 1 いちき串木野市 1 さつま町 3 天城町 1

垂水市 3 霧島市 6 錦江町 1 - -

出典：県交通政策課提供資料

【参考】鹿児島県内の一般乗合旅客自動車運送事業（乗合タクシー）事業者数
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参 考

Ⅰ 農林水産省及び経済産業省による買物弱者数の推計

１ 農林水産省（平成30年６月）
⑴ 食料品アクセス困難人口（地域別）

⑵ 75歳以上の食料品アクセス困難人口（地域別）

出典：農林水産省プレスリリース（平成30年６月８日）
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⑶　食料品アクセス困難人口の割合(2015年)(鹿児島県)

注１ アクセス困難人口とは，店舗まで500ｍ以上かつ自動車を利用できない
   65歳以上の高齢者を指す。
注２ アクセス困難人口の割合とは，65歳以上人口全体に占めるアクセス困難
   人口の割合を表す。
注３ 店舗は生鮮食料品販売店舗，百貨店，総合スーパー，食料品スーパー，
   コンビニエンスストアである。 
出典：農林水産政策研究所資料

市町村名 困難人口割合 市町村名 困難人口割合 市町村名 困難人口割合

鹿児島市 21 三島村 40 大和村 51

鹿屋市 31 十島村 78 宇検村 52

枕崎市 30 さつま町 36 瀬戸内町 52

阿久根市 35 長島町 38 龍郷町 43

出水市 34 湧水町 33 喜界町 46

指宿市 35 大崎町 33 徳之島町 45

西之表市 44 東串良町 34 天城町 45

垂水市 34 錦江町 40 伊仙町 46

薩摩川内市 33 南大隅町 42 和泊町 45

日置市 32 肝付町 36 知名町 47

曽於市 33 中種子町 39 与論町 52

霧島市 29 南種子町 39

いちき串木野市 29 屋久島町 39

南さつま市 36

志布志市 33

奄美市 42

南九州市 37

伊佐市 34

姶良市 31
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⑷　75歳以上の食料品アクセス困難人口の割合(2015年)(鹿児島県)

注 アクセス困難人口の割合とは，75歳以上人口全体に占める75歳以上
  アクセス困難人口の割合を表す。

出典：農林水産政策研究所資料

市町村名 困難人口割合 市町村名 困難人口割合 市町村名 困難人口割合

鹿児島市 28 三島村 46 大和村 60

鹿屋市 41 十島村 87 宇検村 61

枕崎市 38 さつま町 46 瀬戸内町 62

阿久根市 45 長島町 48 龍郷町 54

出水市 45 湧水町 43 喜界町 55

指宿市 45 大崎町 45 徳之島町 55

西之表市 54 東串良町 44 天城町 54

垂水市 43 錦江町 49 伊仙町 54

薩摩川内市 43 南大隅町 51 和泊町 54

日置市 43 肝付町 45 知名町 56

曽於市 43 中種子町 48 与論町 60

霧島市 39 南種子町 49

いちき串木野市 38 屋久島町 49

南さつま市 45

志布志市 44

奄美市 52

南九州市 46

伊佐市 44

姶良市 42
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　２　経済産業省（平成27年４月）

資料：経済産業省「買物弱者・フードデザート問題等の現状及び今後の対策のあり方に関する調査報告書」（平成27年４月30日）

※前回調査：地域生活インフラを支える流通のあり方研究会報告書（平成22年５月 経済産業省）
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Ⅱ　本県の現状

１　条件不利地域における集落の状況把握調査結果（令和２年７月）

資料：鹿児島県「令和元年度条件不利地域における集落の状況把握調査結果の概要【本県分】」

２　本県の高齢化の現状

（注１）令和元年までの総人口には年齢不詳を含む
（注２）令和元年までの高齢化率は，総人口に含まれる年齢不詳を除いて算出
　　　　　　　　　　　　　[全国：平成27年までは総務省「国勢調査」，平成30年・令和元年は総務省「人口推計」，
　　　　　　　　　　令和２年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）
　　　　県：平成27年までは総務省「国勢調査」，平成30年・令和元年は県統計課「鹿児島県の人口推計（年報）」，
　　　　　　　　　令和２年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）」]

出典：鹿児島すこやか長寿プラン2021（令和３年３月）

R7→R22
226,934人減
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３　平成28年度買物弱者対策実態調査結果（鹿児島県）

資料：平成28年度買物弱者対策実態調査結果の概要（平成29年３月９日 商工政策課）



Ⅲ 市町村の状況

１ 「食料品アクセス問題」に関する全国市町村アンケート調査
⑴ 調査目的

農林水産省では，「食料品アクセス問題」の現状分析の一環として，平成23年
度以降，全国の市町村を対象に，食料品の購入に困難を感じている住民への対策
に関するアンケート調査を実施し，各地方自治体等の抱える課題や対策の状況を
把握し，今後の施策の参考として活用

⑵ 回答市町村数等

⑶ 令和３年度調査結果

都市規模区分 回答市町村数 割合
大都市（政令指定都市及び東京23区） 32 2.6%
中都市（人口５万人以上の都市(大都市を除く)） 372 30.7%
小都市（人口５万人未満の都市） 808 66.7%

24
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実施している 実施を検討している 実施していない

（ 74.4% ）

（ 5.1% ）

（ 20.5% ）

①【全国】対策を必要としている市町村及び行政による対策実施状況

②【本県】対策を必要としている市町村数 ③【本県】行政による対策実施状況

- 13 -

 何らかの対策が必要（38）
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•
•

•
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67.3%

50.3%

50.5%

38.4%

26.3%

26.3%

22.7%

81.3%

71.9%

56.3%

46.9%

21.9%

12.5%

12.5%

37.5%

91.1%

67.9%

52.8%

50.1%

36.1%

24.3%

24.3%

27.2%

93.2%
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20.0%
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9.1%

36.4%

18.6%
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25.6%

25.6%

•
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出典：「食料品アクセス問題」に関する全国市町村アンケート調査結果(令和４年４月農林水産省)
   令和３年度「食料品アクセス問題」市町村アンケート集計(鹿児島県)

④【全国】対策を必要とする背景として挙げられた割合（％）

⑤【全国】対策を実施していない理由（％）



Ⅱ 農福連携の推進について

１ 提言の背景

（１）我が国の農福連携を取り巻く状況

近年，農業分野と福祉分野が連携した「農福連携」の取組が各地で盛

んになっている。政府が定めた「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28

年６月閣議決定）では，障害者等が，希望や能力，障害の特性等に応じ

て最大限活躍できる環境を整備するため，農福連携の推進が盛り込まれ

ている。

また，平成31年４月に「農福連携等推進会議」が設置され，令和元

年６月には，取組の方向性を示した「農福連携等推進ビジョン」がとり

まとめられた。国は当該ビジョンにおいて，農福連携に取り組む主体数

について，令和元年度末（4,117主体）からの５年間で新たに3,000

主体を創出することを目標としている。

こうした農福連携の取組は，農業経営体における労働力の確保や売上

増加に加え，障害福祉サービス事業所における利用者の賃金・工賃の向

上や障害者の心身状況の改善など，農業と福祉の双方に良い効果をもた

らすことが明らかになっており，今後も，より一層の推進が求められて

いる。

① 人口減少・少子高齢化の進行

2015年国勢調査において，同調査開始以来初めて人口が減少に転

じる人口減少社会が到来した。生産年齢人口の減少により，全国的に

人手不足の深刻化が進み，日常生活や事業のために必要な人材が各分

野・各地域で確保できなくなり，生活を支えるサービスの供給や地域

の経済活動の制約要因となるおそれがある。

② 障害者を取り巻く状況

令 和 ４ 年 版 厚 生 労 働 白 書 に よ る と ， 全 国 の 障 害 者 の 総 数 は

964.7万人で，人口の約7.6％に相当し，障害者数全体は増加傾向に

ある。障害者の雇用義務がある民間企業で雇用されている障害者の実

人員は，令和３年６月現在，約50万人となっており，雇用者数は，

18年連続で過去最高を更新している。
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また，令和３年１月の国保連データによると，就労継続支援Ａ型事

業所の利用者は約7.6万人，Ｂ型事業所の利用者は約28.2万人であ

る。

障害者雇用は確実に進展しているものの，法定雇用率達成企業割合

が47.0％にとどまっていること，さらに，雇用障害者が０人である

企業が法定雇用率未達成企業の57.7％を占めることから，就業先が

ないため，労働の意思及び能力を有するにもかかわらず，安定した職

業に就くことができない状態にある障害者もいることが懸念される。

さらに，就労しても収入面で課題がある。厚生労働省によると，就

労継続支援Ａ型事業所では，令和２年度の月額の平均工賃（賃金）が

79,625円で，Ｂ型事業所では15,776円であり，これだけでは自立

した生活を維持するには厳しい金額である。

障害者等が農業分野で活躍することを通じ，自信や生きがいを持っ

て社会参画を実現していく取組として，真に機能するには，農業側と

福祉側双方の理解促進や賃金向上の仕組みづくりが必須となる。

③ 農業を取り巻く状況

農業分野では従事者不足が深刻な課題である。農林水産省によると，

令和２年の基幹的農業従事者数は136万人で，５年前に比べ39万人

（22.3％）減少した。平均年齢は67.8歳と高齢化が進んでいる。耕

㏊地面積も年々減少しており，同年の耕地面積は437万 で，20年前

㏊より46万 減少した。

（２）本県における農福連携を取り巻く状況

農福連携は，農業経営体による障害者の雇用，障害者就労施設による

農業参入や作業受託など，近年，様々な形での取組が見られる。

本県の取組の一例として，社会福祉法人白鳩会が1980年頃に農場を

開き，障害者と一緒に畑作と畜産を始め，40年程取り組んでいる。同

法人の中村隆一郎理事長を会長に，令和３年５月に大隅半島を拠点に農

業や福祉に取り組む15法人・団体のほか，自治体の担当職員で構成す

る「大隅半島ノウフクコンソーシアム」が発足した。

また，同法人花の木農場は，ノウフク・アワード（※１）2020で初代グ

ランプリを受賞しており，全国に冠たる農福連携の取組となっている。

① 人口減少・少子高齢化の進行

本県も2060年には，高齢者１人を現役世代1.1人で支える，いわ
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ゆる「肩車」型の社会が到来することが推測されている。

本県の中山間地域等においては，人口減少や少子高齢化等により，

地域コミュニティの維持が困難となるほか，農地や森林の荒廃など様

々な課題に直面している。共生・協働の地域社会づくり，暮らしを支

える生活機能の確保，自然と共生する地域づくり，地域産業の振興を

支える人材の確保・育成や農林水産業の振興などに取り組み，将来に

わたって安心して暮らし続けることができるような仕組みづくりを進

めていく必要がある。

② 障害者を取り巻く状況

令和３年度末時点の障害者手帳所持者数は，約12.8万人となって

いる。障害者の雇用義務がある民間企業で雇用されている障害者の実

人員は，令和３年６月現在，約4.3千人となっている。

また，令和３年２月の国保連データによると，就労継続支援Ａ型事

業所の利用者は約1.4千人，Ｂ型事業所の利用者は約6.9千人である。

収入面では，厚生労働省によると，就労継続支援Ａ型事業所では，

令和２年度の月額の平均工賃（賃金）が全国平均より低い72,322円

で，Ｂ型事業所では全国平均を上回る17,470円である。

法定雇用率達成企業割合は，61.6％と全国を14.6ポイント上回る

一方で，雇用障害者が０人である企業は法定雇用率未達成企業の

59.9％を占め，全国より2.2ポイント高い割合となっている。

③ 農業を取り巻く状況

農業は，本県の地域経済を支える基幹産業であり，令和２年の農業

産出額は全国第２位である。特に，豚や肉用牛（黒毛和種）を中心と

した畜産は，農業産出額の65%を占めている。温暖な気候や全国第

２位の広大な畑地などを生かした野菜や花き，茶などの生産も盛んで

ある。

また，本県の基幹的農業従事者は令和２年２月現在，3.8万人で，

５年前に比べて28.4％の減少となっている。このうち，65歳以上の

数は2.4万人で，全体の64.1％を占めている。

㏊ ㏊令和３年の耕地面積は11.3万 で，うち田は3.5万 ，畑は7.8万

㏊となっている。畑地率は68.8％で全国の45.6％に比べて極めて高

い。令和２年の耕地利用率は92.2％で，全国の耕地利用率91.3％よ

りは高いが，平成17年の98.2％，平成27年の93％よりは低く，減

少傾向となっている。

㏊なお，同年の荒廃農地は1.7万 で直近５年では減少傾向にある。
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（３）課題と取組の方向性

本県においては，「農福連携」という言葉が生まれる前から障害福祉

分野における就労支援の場として，農業が取り入れられてきた。農業県

という基盤，福祉関係者の情熱，地域の理解という条件がそろっていた

からである。近年，就労意欲の向上，工賃（賃金）の向上，農産品（６

次産業化（※２）商品）などを生み出すなどの成果が上がってきている。

農福連携の取組は，他の一次産業（林業・水産業等）や子ども食堂な

ど地域活動とつながることで，経済活動の発展や地域貢献など新たな価

値を創造する可能性がある。

さらに，ユニバーサルな取組として，高齢者，生活困窮者等の就労・

社会参画支援や犯罪・非行をした者の立ち直り支援など，様々な分野へ

ウイングを広げ，地域共生社会の実現を図ることも重要である。

国の「農福連携等推進ビジョン」を新たな契機として，これまで県を

はじめとする関係機関が行ってきた取組を，引き続き確かなものとして

進めていくため，県所管部局の連携をより一層深め，官民を挙げて横断

的な推進体制を構築し，展開・深化させていくことで，さらなる成果を

上げることができると確信している。

以上の観点から，次のとおり提言する。

※１ ノウフク・アワード
全国で農福連携に取り組んでいる団体・企業や個人を募集し，優れた

取組をノウフク・アワードとして表彰。国民運動としての機運を高め，
農福連携の全国的な展開につなげることを目的として開催。

※２ ６次産業化
農業者（１次産業）が，農畜産物の生産だけでなく，製造・加工（２

次産業）やサービス業・販売（３次産業）にも取り組むことで，生産物
の価値をさらに高め，農業所得の向上を目指す取組。
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２ 提言

（１）農福連携の実態把握

多様な取組形態のある農福連携の現状把握

社会福祉法人による農業参入や農業法人等が障害者を直接雇用する

など，様々な形態のある農福連携の主体について，把握に努めること。

（２）相談・支援体制の強化

① 本庁関係部署による情報共有

現在おこなわれている連絡会議について，一層の内容の充実に努め

ること。

② 農業と福祉の連携のできる人材育成

農業の現場作業と障害者の就労の両方に通じた人材育成のため，２

つの視点からの人材育成を求める。

ⅰ 農福連携技術支援者（いわゆる農業版ジョブコーチ）

国の設けた研修制度を活用するなど，農福連携に通じた人材とし

て農福連携技術支援者を育成すること。

ⅱ 農福連携コーディネーター

現在おこなわれている農福連携推進専門員によるコーディネータ

ー業務について，農福連携の全県的な広がりと地域振興局・支庁単

位でのきめ細かな支援のための体制づくりを行うこと。

③ ６次産業化を支援するサポートセンターとの連携

現在活動中の６次産業化を支援するサポートセンターにおいては，

農福連携現場から６次産業化商品を生み出すために，農福連携も視野

に入れた活動も支援すること。

（３）推進体制の充実

① 農福連携の取組の事例集の作成

新規参入や規模拡大の参考に資するため，先行の好事例をとりまと

めること。
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② 農福連携の取組の情報発信

先行の好事例を農業者や県民に広く知ってもらうため，ホームペー

ジやＳＮＳ等で情報発信を進めること。

③ 農福連携マルシェ等の充実

農福連携の生産品を障害者が対面で直接消費者に販売することは，

就労意欲ややりがいの醸成のために大事なことであり，農福連携マ

ルシェを始めとする様々な機会を増やすこと。

④ 農業者が障害者等の特性を理解する研修会の充実

農業分野における人手不足を少しでも解決するには，障害者の就労

を進めることは１つの方策である。

しかし，実現するためには，農業の各場面での作業行程と障害者の

特性に応じてできる作業とが一致することが大事であるので，農業者

への理解を進めるための研修の場を設けること。

⑤ 福祉施設等が農業に参入を希望する際の支援・研修の充実

国の推進施策を追い風に，福祉施設等が新規に農業に参入したり，

事業を拡大したりすることも考えられる。

その際に，施設側の要望を踏まえて，ハード・ソフト両面の支援策

の情報提供など的確な支援や研修などが受けられるような体制を整え

ること。

⑥ 教育分野における農福連携の理解の促進

農業大学校や農業高校，特別支援学校等において農福連携への理解

が進むような取組を進めること。
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１　農福連携等推進ビジョン



２ 人口の推移 

『かごしま未来創造ビジョン 

  ～誰もが安心して暮らし，活躍できる鹿児島～（令和４年３月改訂版）』（抜粋） 
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２　人口の推移



３ 耕地面積等の推移 『かごしまの農業２０２２』（抜粋） 
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耕 地 面 積 の 推 移

耕 地 利 用 率 の 推 移

耕地面積と農業経営体数，１経営体当たり経営耕地面積

３　耕地面積等の推移　『かごしまの農業２０２２』（抜粋）



４ 障害者雇用の状況等

（１）障害者の数

65歳以上の者
（７４％）

65歳未満の者
（６１％）

65歳未満の者
（２６％）

65歳以上の者
（３９％）

65歳未

満の者
（84％）

精神障害者
４１９．３万人

身体障害者(児)
４１９．３万人

65歳以上
の者
（16％）

65歳未満 48％
65歳以上 52％

知的障害者(児)
94．3万人

身体障害者(児)
４３６．０万人

障害者総数 964.7万人（人口の約7.6％）
うち在宅 914.0万人（94.7％）
うち施設入所 50.7万人（5.3％）

知的障害者(児)
１０９．４万人

精神障害者
４１９．３万人

在宅身体障害者（児）
428.7万人（98.3%）

在宅精神障害者
389.1万人（92.8%）

施設入所者身体障害者（児）
7.3万人（1.7％）

入院精神障害者
30.2万人（7.2％）

在宅知的
障害者

（児）
96.2万人
（87.9%）

施設入所
知的障害者（児）

13.2万人（12.1％）

（２）障害者雇用状況の推移

65歳以上の者
（７４％）

【厚生労働省 令和4年3月28日開催 第25回
「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料より抜粋】

【『令和４年版 厚生労働白書』より抜粋】
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※身体障害者（児） 及び知的障害者（児）数は平成28年（在宅）、平成30年（施設）の調査等、精神障害者数は平成29年の調査による推計。
　年齢別の身体障害者（児）、知的障害者（児）数は在宅者数（年齢不詳を除く）での算出。
※身体障害者（児）及び知的障害者（児）には高齢者施設に入所している者は含まれていない。
※平成28年の調査における在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は鳥取県倉吉市を除いた数値である。
※在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は、障害者手帳所持者数の推計。障害者手帳非所持で、自立支援給付等（精神通院医療を
　除く。）を受けている者は19.4万人と推計されるが、障害種別が不明のため、上記には含まれていない。
※複数の障害種別に該当する者の重複があることから、障害者の総数は粗い推計である。

【厚生労働省　令和4年3月28日開催　第25回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料より抜粋】

【『令和４年版　厚生労働白書』より抜粋】

（2）障害者雇用状況の推移

４　障害者雇用の状況等



 

 

【厚生労働省『令和２年度工賃（賃金）の実績について』より抜粋】 
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（３）工賃（賃金）の実績



５ 関係法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号） 

（一般事業主の雇用義務等） 

第四十三条 事業主（常時雇用する労働者（以下単に「労働者」という。）を雇

用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第八十一条の二

を除き、以下同じ。）は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合に

は、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数

に障害者雇用率を乗じて得た数（その数に一人未満の端数があるときは、そ

の端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」と

いう。）以上であるようにしなければならない。 

２ 前項の障害者雇用率は、労働者（労働の意思及び能力を有するにもかかわ

らず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条

第三項において同じ。）の総数に対する対象障害者である労働者（労働の意思

及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態

にある対象障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。）の総数の割合を

基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘

案して政令で定める。 

 

●障害者の雇用の促進等に関する法律施行令（昭和３５年政令第２９２号） 

（障害者雇用率） 

第九条 法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二・三とする。 
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５　関係法令


